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合意形成とは「全ての利害関係者の利益に向け、全会⼀致の合意を求め
る、誠意ある努⼒に関連する過程」のこと。(Harvard Law School)



意思決定の場：R６版ガイドライン（抜粋）

準備区域の整理（３（２））：
準備区域では、利害関係者等と調整中のため現時点で有望区域への整理を望んでいない地域も対象 に含まれる

有望区域に整理するための要件（３（１））：
・有望区域に整理されるためには、少なくとも協議会において地元関係者との利害調整が可能な程度に地元
の受⼊体制が整っており以下の。。（中略）。。要件を満たしていることを条件とする。
・利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)
※ 関係漁業団体の意向を⼗分に確認し、協議会を通じて発電事業の実施に向けた議論を⾏う状況が整ってい
ない場合には、有望区域への整理は⾏わないこととする。

協議会における協議事項（４（２））：
協議会においては、促進区域の指定に関する事項及び発電事業の実施に関する事項に関し必要な協議を⾏う

経済産業省「海洋再⽣可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」 



意思決定の実態：秋⽥県の１漁協の事例
• 最後まで反対していた１０名

弱を除いて、当初より中⽴の
（強い意⾒をもたない）組合
員が多かったと思われる
• この中⽴の⼈々が、協⼒⾦の

提⽰をうけて「賛成」に回っ
て合意がなされている
• この際、組合内部の同調圧⼒

もあったかもしれない
• さらに、協⼒⾦は公表されて

おらず、それを提⽰している
のも落札「前」の先⾏事業者
• 協⼒⾦の⽀払いは不確実

２-3 37-38

9-1030-31

27: 合意ライン

賛成 中⽴・反対

正組合員の意⾒変容（４０⼈中２７⼈で合意と内規）

先⾏事業者による説明
（含：協⼒⾦の提⽰）

出所：⼭⼝、⽥嶋、城⼭（２０２３）
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質の⾼い合意形成に向けて
• Point of no return（回帰不能点）＝「ひっくり返しの余地」がな

くなる点
• これがなくなると、事業者として投資判断が困難。
• 明⽰的な条件でひっくり返しの余地は残しつつ、実質的にはPoint of no 

returnがないと事業が進まない。
• 制度的な課題：極めて不透明なPoint of no returnの意思決定

• 漁協での多数決の「結果」が県経由で中央に伝わる
• どのように多数決を取っているのかは不透明（公開されない）
• ここで漁業と⾵⼒の共存共栄に関する「合意」を担保する制度設計

• 漁業調整の主体 ⇦ 環境影響評価におけるセントラル⽅式の議論との類似性

• 「理想的」にはこうした合意をすべての利害関係からとりつける


